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研究成果の概要（和文）：政府の間接統治システムであるBetter Regulation（BR）の有効性を経済学的な視点から分
析する挑戦的な研究である。現在、世界的に進行中の配合飼料分野での安全法制におけるBR問題について、以下の3点
を明らかにした。
（１）飼料安全規制について、EUと日本の法的・構造的違いを明示し、運用方法の相違を明示した。（２）共同規制の
導入は、飼料製造業者・生産農家ならびに行政に及ぼすプラスの経済的効果が存在する。（３）国際共同規制の視点か
らわが国に求められる飼料安全規制の導入において、IFRMやGFFCなどの国際セミナーに積極的に参画し、自国の立場を
他国に理解してもらう行動も大変重要である。

研究成果の概要（英文）：It is a challenging research to analyze from the perspective of economic efficacy 
Better Regulation is an indirect rule system of government (BR). Currently, I have to clear the problem of
 BR in safety legislation in the field of compound feed in progress worldwide. (1) feed safety regulations
, and clearly the legal and structural differences in Japan and the EU, was to clear the differences in op
eration methods. When introducing (2) co-regulation, the economic effect on the government and feed manufa
cturers, farmers in Japan is present. In the introduction of feed safety regulations required for Japan fr
om the point of view of (3) international co-regulation, that are actively participating in international 
seminars such as GFFC and IFRM, and understanding of the other countries the position of the country the i
mportance of very is.
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１．研究開始当初の背景 

2002 年から、EU においては官僚主義の打破、
行政負担の軽減や経済的、社会的、環境的に
も質の高い法令へ改善するため、既存法令の
統合や単純化を進める“Better Regulation”
が打ち出された。特にステークホルダー
（SH）と建設的な対話と協力（＝相談と共
同規制（Co-regulation））が強化された。具
体的には、EU の立法部門が大まかな法的枠
組みを設定し、その枠組みの下に（SH）が
目標を実現するための自主的なガイドライ
ンを締結する。そのガイドラインを規制当局
が承認を与えることによって、確実性をもつ
政策実現を図ろうとするものである。ガイド
ラインの遵守状況を EU 委員会がモニターし、
その結果によっては拘束的な立法に移行す
る可能性を示すことで目標の実現を促すも
のである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1996 年の BSE の発生や 1999 年のダイオ
キシン汚染飼料事件を契機に食品に対する
消費者不安を背景として食品安全管理体制
の見直しが行われた。以前の飼料安全規制は
食品安全規制とは切り離されていて大変複
雑な法制度であったが、2002 年、一般食品
法が成立し飼料生産を含むフードチェーン
を対象として規制が施行された。ここでは、
（SH）と建設的な対話と協力、（＝相談と共
同規制（CR））が強化され、2005 年からは飼
料事業者に GMP を義務付けているが、飼料
事業者にその運用も委ねている。 

２．わが国では 2001 年の BSE の発生を契機
として、食品安全政策が大きく変化した。EU

の制度に習って、飼料生産を含むフードチェ
ーンに基づく管理の考え方が採用された。
2003 年には食品安全基本法の制定、食品安
全委員会の設置が行われ、食品衛生法（飼料
安全法や農薬取締法を含む。）が改正され、
ポジティブリスト制度の実施に伴ってから
2006 年に飼料安全法の成分規格等省令が改
正され、飼料中の農薬の残留基準値の設定が
設定された。これに伴って、国は飼料と飼料
原料に対して川上から川下までの行程管理
の指導を開始した。2008 年には優良製造指
針（GMP）を内容とする有害物質ガイドライ
ンが局長通知によって示され、本格的な行程
管理の指導が始まった。しかしながら、国の
輸出国への対応が不十分のままで飼料事業
者に個別分析を課長通知で要請するなど、川
下にある飼料事業者に対してリスク管理を
求める事例が見受けられる。 

３．EU は拡大するリスクに対応して（SH）

を巻き込んだ自主管理を併用しながらリス
ク管理を 

進めている。しかし、原料をほぼ全量輸入し
ているわが国では、食品飼料安全のリスク管
理組織は整備されたが、その運用はフードチ
ェーンの考え方が実現しておらず、規制当局
と（SH)との間の充分な意思疎通が図られて
いない。（三野・飯田(2010)「EU 飼料安全法
による Better Regulation」『日本計画行政学
研究報告要旨集』等） 

 

 

２．研究の目的 

本研究では、平成 23 年度から 25 年度の 3 年
間で、飼料安全規制について、（A）．EU と
日本の法的・構造的違いを明示した上で、そ
の運用の相違を明らかにする。（B）．共同規
制を導入する場合のわが国の飼料製造業者
と行政に及ぼす効果を、最も影響を受けやす
い北海道地域に絞ってシミュレーションす
る。(C)．これらを踏まえて、具体的分析を以
下の方法で進めた。 

 

 

３．研究の方法 

Ⅰ．理論モデル上から社会的厚生が最大とな
る条件を導出する。 
（１）比較優位の分析 
 外国との貿易を考える上で「比較優位」の
条件が欠かせない。例えば、ラム肉をほぼ
100％オセアニアから輸入しているジンギス
カン料理では、野菜やタレは 100％北海道産
が使用されている。これは海外と北海道地域
の比較優位が成立する典型例となっている。
2007年を基準に、年平均 5回ジンギスカンを
食する北海道民が、もう一回多く食した時の
経済波及倍率は 1.42、各道民の所得が\517、
雇用が 1,118 人増加する。（Iida、Kato and 
Okamura(2008) The 8th HICB Proceedings,） 
 本研究では、配合飼料原材料がほぼ 100％
輸入に依存している状況下での飼料安全規
制について、地域の比較優位が分析できるモ
デルを構築し、社会的厚生が最大となる条件
を導出する。 
（２）供給割り当ての分析 
世界的な飼料安全規制下における飼料供給
は、各国独自の食品安全規制などによる貿易
障壁によって、供給割り当てが生じる可能性
がある。 
ここでは、特に金融の分野で用いられた、新
規成約率の低下が信用割り当ての発生原因
であるとした Stiglitz & Weiss(1981)A.E.R.
や飯田他(2005)『諸費者金融サービス学会年
報』を応用して、世界的協定における規制と
各国固有の規制を識別できる状態の飼料供
給割り当てについて分析する。さらに、人口
増加や地球環境の変化による穀物の供給上
限があるといわれることから、配合飼料会社
の収益率の低下にも注目する。供給側の制約
を考慮した理論モデルを構築して社会的厚
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生が最大となるような条件を導出する。 
（３）過剰参入定理の分析 
収益率の異なった企業の参入が自由な対象
均衡下において、過剰参入定理が維持される
時に、需要関数の凹凸によって長期的に市場
に留まることができる企業が異なる。（岡村
他(2005)I.E.R） 
本研究では、上記研究を応用して、新たに、
BSE などの不可抗力的な問題を考慮するため
に弾力性が異なる需要関数のもとで、飼料需
要の規模が異なる場合を考察する。 
Ⅱ．地域産業連関表を用いて、地域経済に及
ぼした影響度合いを明らかにする。 
飼料に関する国際協定と安全規制が北海道
経済に及ぼす影響を、経済波及効果と雇用効
果のシミュレーションから明らかにする。推
計結果の検定方法を確立し、結果の信頼度を
高める。 
Ⅲ．時系列分析・インパクト分析・意識構造
分析による地域の変化実態を明らかにする。 
アンケート調査を基に配合飼料の北海道に
おける動態状況を明示する。 
Ⅳ．Better Regulation の財政節約効果と配
合飼料産業の利潤率、生産農家の利益率を推
計する。 
Ⅴ．「持続可能で環境に優しい」 Better 
Regulation の普遍的条件と具体的例を明示
する。日本にとって理想的な国際協定締結の
条件を経済学の視点から導出する。 
 
 
４．研究成果 
①ベターレギュレーション 
EU と日本の法制と運用に関しては以下の表
１のように大きな違いが存在する。 
表１．EU と日本の飼料安全規制の対比表 

項 目 E U 日 本 

行程管理 ◎ 法 制 化  GMP と

HACCPを義務化 

▲通達により GMP を

行政指導 

工場の管理

体制の効率

化 

◎自主的運用を奨励  

政府は査察を行わず、

民間団体の認証を確

認する。 

×飼料安全法による

統制  

FAMICが立入検査、飼

料を収去。規格・基準

に不合致なら、公表等

の措置。FAMICと県の

立入検査あり。 

栄養成分表

示適正化 

◎栄養成分表示の許

容幅を設定 

×科学的に許容され

る分散が認められて

いない。 

不可避のキ

ャリーオー

バー 

◎抗コクシジウム剤、

駆虫剤に関して飼料

中の最大残留レベル

×省令で「含まない」

こととされているの

で、検出されれば、公

を設定している。 表、回収措置。 

カビ毒の効

果的規制 

 

◎強制力を伴わない

推奨値を原料段階で

勧告。企業の自主努力

を促し、川上で規制し

ている。 

▲配合飼料に指導基

準値を設定、川下の飼

料製造業者を規制し

ている。 

水際での情

報管理 

◎EFSA による食品飼

料緊急警告システム

（RASFF)の情報によ

って加盟国での緊急

対応が可能。EFSA は

FAO の食品安全当局

ネットワークと連携

している。 

▲有害物質ガイドラ

インでは制度上、農水

省と FAMIC が情報収

集・発信することにな

っている。しかし、十

分な情報はだされて

いない。×有害物質ガ

イドライン上も食品

安全委員会との連携

の規定はない。 

 
上記のように、EUでは安全管理システムのパ
ラダイムが「受け身的アプローチ」から「予
防的アプローチ」へ、「最終製品の分析」か
ら「プロセス管理」へ、「政府の責任」から
「責任を共有」へと変化し、また「情報や意
見を双方向的に交換」や「利害関係者すべて
と協議」と「ステークホルダーの参加」が重
視される時代となってきた。また、政策手法
の多様化も進展している。EU 委員会は、2002
年、官僚主義の打破、行政負担の軽減、質が
高く、消費者と行政にとって良い法整備を目
指す“Better Regulation Strategy”(より
良い規制戦略)を打ち出し、大きくガバナン
スの考え方を転換した。また、規制プロセス
に産業界の自主規制を組み合わせる共同規
制の実践のために 2003年には EU議会、理事
会、委員会で Better Law Making の合意文書
の作成が行われた。これによって、ステーク
ホルダーを巻き込んだ参加型の行政を推進
している。 
経済のグローバル化にともなって飼料原料
のリスクが世界的に拡散する中で、最近のリ
スク・ガバナンスの潮流のように、民間の自
主管理や官と民とのパートナーシップの考
え方も重要な視点となる。また、リスク管理
を進めるには科学的事項による管理にくわ
えて、社会的関心、社会的経済的影響をも評
価の対象としていくことも政策手法として
検討に値する時代に来ている。飼料業界の自
主規制との共同規制は行政コストの削減を
もたらし、その経済的資源を川上に投下する
ことによってより効果的なフードチェーン
のリスク管理が行えることになる。飼料自給
率が 10％と低いわが国おいては「農場から食
卓まで」のフードチェーンに対する行程管理



を実施するには、原料輸入先である「海外の
農場」をこの行程管理の対象とすることにな
る。EU の RASFF は加盟 27 国の国境で監視し
たデータを公表しているが、FAMIC の飼料の
モニタリング（是正措置を実施するかどうか
のために行う傾向分析）を輸入段階で強化す
るなり、輸出国においてサーベーランス（実
態調査）を実施するなど弾力的な運用があっ
て良いと考えられる。BSE の発生以降、食の
安全・安心が強調されるが、規制当局はステ
ークホルダーとともに透明性の高い政策決
定過程を構築し、民間部門の信頼を勝取る必
要がある。わが国の規制当局全体が EU のよ
うなガバナンスの考え方へ変革するには時
間を要するが、食の安全という人の健康に直
結する飼料安全規制に関しては早急な対応
が求められている。 
残された課題としては、EUが規制に対する影
響評価を実施していることから、その実態を
調査する必要がある。この課題はわが国でフ
ードチェーンを対象とした本格的なリスク
管理を実施する場合に費用と便益の均衡と
いう視点から大いに参考となると考えられ
る。詳細は〔雑誌論文〕②等を参照。 
 
②産業連関表を用いたシミュレーション分
析 
わが国配合飼料産業におけるステークホル
ダーの関わりに関するシミュレーション分
析の準備として、データのそろっているワイ
ン産業の六次産業化に係わるファイナンス
の経済効果を分析した。その結果、全てのス
テークホルダーが係わる産業振興施策が一
番経済波及効果を高くすることができる事
を明らかにできた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
横軸右手ほどステークホルダーの関わりが
多くる。詳細は〔学会発表〕②を参照。 
 
③Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴにおける社会的厚生最
大の条件導出など、残された問題点は引き続
き研究を継続する。 
 

④研究成果（要約） 
政府の間接統治システムである Better 
Regulation（BR）の有効性を経済学的な視点
から分析する挑戦的な研究である。現在、世
界的に進行中の配合飼料分野での安全法制
における BR の問題を明らかにした。 （１）
飼料安全規制について、EUと日本の法的・構
造的違いを明示し、運用方法の相違を明らか
にした。（２）共同規制を導入する場合、わ
が国の飼料製造業者・生産農家ならびに行政
に及ぼす経済的効果が存在する。（３）国際
共同規制の視点からわが国に求められる飼
料安全規制の導入において、IFRM や GFFC な
どの国際セミナーに積極的に参画して、自国
の立場を他国に理解してもらう事も大変重
要性である。 
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